
令和５年度第９回 契約・調達委員会 審査概要

開催日時
及び場所

令和６年１月31日（水）13:28～14:14

JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 9階

公益財団法人日本陸上競技連盟内 A会議室/オンライン

出席委員

世界陸上財団 事務次長（委員長） 川瀬 航司

弁護士 原澤 敦美

公認会計士 黒石 匡昭

世界陸上財団 総務企画部長 田近 隆

世界陸上財団 財務部長 前山 琢也

世界陸上財団 業務開発部長 小林 あかね

世界陸上財団 競技運営部長 徳弘 欣也

（敬称略・７名）

審
査
案
件

件名１ 東京2025世界陸上競技選手権大会における会場運営等に係る基本計画策定等業務委託

契約方法 競争入札（希望制指名競争入札）

概要

〇 円滑な大会運営に向けて、運営に関する各種事項（諸室配置、ステー

クホルダー動線、什器、清掃、観客対応、装飾等）を検討し基本計画

を作成

〇 主な委託内容は以下のとおり

【会場運営基本計画の作成】

競技会場・ウォームアップ会場・練習会場等について、会場運営

  に必要な基礎的な計画（諸室の配置、ステークホルダーの動線、サ

イネージの配置、ゾーニング等の検討）を作成

【観客サービス計画の作成】

会場における観客サービスの提供に係る計画（観客動線、運営体制、

サービス内容等の検討）の作成



審
査
案
件

件名２ 東京2025世界陸上競技選手権大会マラソン・競歩における競技実施計画等策定支援業務委託

契約方法 競争入札（希望制指名競争入札）

概要

審
査
案
件

件名３
世界陸上競技選手権大会の開催準備に係る法律相談等支援業務委託
（単価契約）(長期継続契約)

契約方法 競争入札（希望制指名競争入札）

概要

〇 マラソン・競歩競技の円滑な実施に必要な各種計画の策定等を行う。

〇 主な委託内容は以下のとおり

【各種計画の策定】

➢ 競技運営計画（審判員・ボランティア等の人員配置、給水所、車列

の配置等の計画）

➢ 交通規制関連計画(道路状況等の把握、規制スケジュール、一般交

通の迂回路、住民への告知手法等の計画)

➢ 警備計画(コース沿道上の警備員・係員等の人員配置等の計画)

➢ 設営関連計画(コース上の設置物の配置等の計画)

【関係団体との調整】

➢各計画策定に必要な関係各所（警視庁・道路管理者・自治体等）との調整

【計測】

➢ コース計測に関する業務（予備計測含む）の実施

〇 世界陸上大会の開催に向けて、大会の関係者等と各種調整を行うに

当たり、外国法を含む幅広い観点から、法的な解釈、助言、情報提供

等の支援を受けることを目的とする。

〇 主な委託内容は以下のとおり

➢ 法律相談業務

・委託者の組織、体制、コンプライアンス等に関する業務

・委託者と第三者との間の取引、契約、マーケティングに関する業務

・ＷＡ対応、リーガルレジスター等に関する業務

・知的財産に関する業務

・紛争処理等に関する業務

➢ 定款、諸規程、契約書その他資料等の翻訳（英訳（日英/英日））、

及びその校正業務



審
査
案
件

件名４ 令和６年度労働者派遣（事務補助業務等）（単価契約）

契約方法 競争入札（希望制指名競争入札）

概要

審査結果
案件１～４について、契約手続前（仕様等の内容、予定価格、契約方法

等）の審査を実施し、了承された。

委員の主な意見

（要旨）

（案件１について）

〇黒石委員

契約方法は、希望制指名競争入札による価格入札とのことだが、仕様

書には、計画策定に関する具体的な業務内容が記載されているという理

解でよいか。

価格競争を取る以上、計画策定において事業者からの提案に委ねる部

分が大きいと少し問題だと思うが、仕様書等について入札参加者との間

で認識に齟齬が生じないという理解でよいか。

⇒ 所管部

そのような認識で間違いない。

〇 東京2025世界陸上大会の開催準備に係る事務補助として、６名の労

働者派遣を委託する。

〇 配置部署・主な委託内容は以下のとおり

① 総務企画部総務課（秘書担当）

スケジュール管理・来客、電話の応対等

② 総務企画部総務課（庶務担当）

勤怠管理、旅費支給事務・消耗品管理及び各種発注業務等

③ 総務企画部人事課

給与関係事務・社会保険・共済組合費・互助組合会費関係事務等

④ 財務部契約・調達課

契約関係会議の運営業務の補助・契約結果一覧や公表資料の作成等

⑤ 財務部会計課

支払・収入・振替手続・会計帳簿の作成・整理業務の補助等

⑥ 業務開発部業務開発課

関係団体、事業者との連絡調整・関係者スケジュールの調整等



委員の主な意見
（要旨）

〇徳弘委員

現在、財団で計画の素案を作成しているとのことだが、今回の委託で

策定する基本計画は、その素案について実際に実現可能かを確認するよ

うなものという認識でよいか。

⇒ 所管部

本委託では、財団が作成した計画の素案をもとに、専門家の知識

を活かして、諸室やテント等の配置が現実的か確認し、それを踏ま

えたゾーニングやアクセスコントロール、動線等を検討するなど、

より具体的且つ実現可能な計画にしていくことを考えている。

（案件２について）

〇黒石委員

当該契約の下見積について、17社に依頼し、そのうち14社が辞退した

とのことだが、下見積に協力してくれた３事業者は都内でのマラソン運

営の業務実績を有していたのか。

⇒ 所管部

３社のうち、１社は、都内での豊富な国際マラソン運営の経験

がある。

〇前山委員

マラソンコースの認定を受けるために、測定をやるとのことだが、Ｗ

Ａが最終的に確認する具体的な時期は決まっているのか。契約期間が10

月末までなので、その間に確認が取れるよう、進行管理をしっかりやっ

てほしい。

⇒ 所管部

ＷＡの確認時期は、まだ具体的には決まっていないが、おおよそ

のコースがＷＡと合意できれば、契約期間までにはしっかりと終わ

らせたいと考えている。



委員の主な意見
（要旨）

（案件３について）

〇黒石委員

大手の法律事務所は、チームで法律相談に対応すると高コストになっ

てしまうことがあるが、結局、しっかりとした弁護士がハンズオンで対

応してくれるか否かにクオリティがかかってくると思う。本当は、今ま

で契約してきた法律事務所と随意契約したいという状況なのではないの

か。法律事務所なら、どこでも対応できる業務を仕様にしているという

ことなのか。

⇒ 所管部

今回、希望制指名競争入札による価格競争という方法を取ること

により、競争性と透明性の高い契約プロセスを踏むことを考えてい

る。

一方で、大会が近くなったところで契約先に変更があることを避

けるために、今回は価格競争で複数年契約となる法律事務所をしっ

かりと選定し、その後については今回契約した事務所と大会終了ま

で継続して法律相談に対応できるようにすることを考えている。

〇黒石委員

希望制指名競争入札による価格競争なので、小規模の法律事務所に低

い価格で入札されたら、その事務所が契約先に決まってしまう恐れがあ

るが、その辺りの備えはできているのか。

⇒ 所管部

入札参加資格について、「国際スポーツ大会運営に関する法的支

援業務について１年以上の受注実績を有すること」という条件を付

しているので、一定の実績を有する事業者に入札参加してもらうこ

とになると考えている。

（案件４について）

質疑なし
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